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福
井
県
告
示
第
４
１
７
号

　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
３
０
号
）
附
則
第
１
１
条
に
規
定
す
る
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
附
則
第
１
７
条
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

変
更
内
容

事
業
者
の
名
称

変
更
前
の
事
業
者
の
所
在
地

変
更
後
の
事
業
者
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

喀
痰
吸
引
等
 

研
修
の
課
程
登
録
研
修
機
関
 

登
録
番
号

事
業
者
の

所
在
地
株
式
会
社
オ
ー
ボ
ッ
ク

ス
東
京
都
千
代
田
区
神
田
平
河
町
1番
地
 

  第
3東
ビ
ル
8階

東
京
都
中
野
区
本
町
3-31-11 

　
D
A
IW
A
中
野
坂
上
ビ
ル
6階

株
式
会
社
オ
ー
ボ
ッ
ク

ス
第
一
号
研
修
 

第
二
号
研
修

1813124

変
更
内
容

事
業
所
の
名
称

変
更
前
の
事
業
所
の
所
在
地

変
更
後
の
事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

喀
痰
吸
引
等
 

研
修
の
課
程
登
録
研
修
機
関
 

登
録
番
号

事
業
所
の

所
在
地
株
式
会
社
オ
ー
ボ
ッ
ク

ス
東
京
都
千
代
田
区
神
田
平
河
町
1番
地
 

  第
3東
ビ
ル
8階

東
京
都
中
野
区
本
町
3-31-11 

　
D
A
IW
A
中
野
坂
上
ビ
ル
6階

株
式
会
社
オ
ー
ボ
ッ
ク

ス
第
一
号
研
修
 

第
二
号
研
修

1813124

　
　

福
井
県
告
示
第
４
１
８
号

　
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
７
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
の
廃
止
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
さ
く
ら
の
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
福
井
県
大
野
市
中
津
川
３
２
－
３
３

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
医
療
法
人
厚
生
会

４
　
廃
止
届
出
受
理
年
月
日

　
　
令
和
３
年
９
月
２
１
日

５
　
廃
止
日

告

　

示
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令
和
３
年
９
月
３
０
日

６
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
訪
問
介
護

７
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
１
８
６
０
５
９
０
０
２
３

　
　

福
井
県
告
示
第
４
１
９
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区

の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
設
立
し
た
土
地
改
良
区
の
名
称

　
　
小
浜
堅
海
土
地
改
良
区

　
「
福
井
県
財
政
事
情
」
の
作
成
及
び
公
表
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
３
年
福
井
県
条
例
第
１
６
号
）
第

２
条
第
１
項
お
よ
び
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
４
０
条
の
２
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
県
の
財
政
事
情
お
よ
び
公
営
企
業
の
業
務
状
況
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
「
別
冊
」
は
省
略
し
、
福
井
県
総
務
部
情
報
公
開
・
法
制
課
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
財
政
課
お
よ
び
会

計
局
会
計
課
若
狭
会
計
室
に
備
え
置
き
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
（
第
２
期
）
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
地
域
戦
略
部
統
計
情
報
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
３
年
１
０
月
２
７
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社
福
井
ビ
ジ
ネ
ス
営
業
部

　
　
福
井
県
福
井
市
日
之
出
２
丁
目
１
２
－
５

５
　
落
札
金
額

　
　
４
０
３
，
８
１
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
３
年
９
月
１
４
日

　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
調
達
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
ゾ
ル
ゲ
ン
ス
マ
点
滴
静
注
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
３
年
１
０
月
２
９
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
ス
ズ
ケ
ン
　
福
井
支
店

　
　
福
井
市
米
松
２
丁
目
２
０
－
１
５

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
１
６
６
，
７
４
７
，
２
２
２
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
理
由

　
 　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
第
５
号
の
規
定
に

よ
る
。

公

　

告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
９
９
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

届
　
出

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
会
計
責
任
者
の

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

年
月
日

氏
　
　
　
　
名

令
和
3年

11月
1日
工
藤
進
と
共
に
永
平
寺
町
と

福
井
県
を
よ
く
す
る
会

工
藤
　
進

工
藤
　
進

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
御
公
領

６
０
５

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
０
０
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

異
　
動
 

年
月
日
政
治
団
体
の
名
称
代
表
者
の
氏
名
異
 動
 事
 項

異
　
動
　
内
　
容

新
旧

令
和
3
年
 

6月
29日

福
井
県
農
政
連
二
州

支
部

増
田
　
貞
雄

会
計
責
任
者
石
丸
　
博
治

倉
田
　
愛
子

令
和
3
年
 

9月
30日

中
川
智
和
後
援
会

上
田
　
泰
弘

代
表
者

上
田
　
泰
弘

赤
尾
　
政
治

令
和
3
年
 

10月
21日

山
田
賢
一
後
援
会

石
塚
　
博
英

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
越
前
市
蓬
莱
町
５
－

７
越
前
市
塚
町
２
１

２

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
０
１
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体

の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

解
散
年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

令
和
3年
10月
18日

越
前
市
の
新
時
代
を
切
り
開
く
会
石
塚
　
博
英

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
３
－
９
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
）
第
１
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
の
海
面

に
お
い
て
、
竿
釣
り
お
よ
び
手
釣
り
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
制
限

す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
小
林
 利
幸

第
１
　
定
義

　
釣
り
を
行
う
た
め
に
水
産
動
物
を
蝟
集
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
１
）
海
中
に
直
接
散
布

す
る
も
の
、
２
）
カ
ゴ
や
袋
に
入
れ
て
海
中
に
散
布
す
る
も
の
、
３
）
釣
り
針
に
つ
け
る
餌
以
外
の
水
産

動
物
の
餌
お
よ
び
誘
因
物
質
、
を
「
ま
き
え
」
と
い
い
、
ま
き
え
を
使
用
し
た
釣
り
を
「
ま
き
え
釣
り
」

と
い
う
。

第
２
　
共
同
漁
業
権
漁
場
に
お
け
る
制
限

　
次
の
表
の
共
同
漁
業
権
漁
場
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
の
区
域
に
お
い
て
は
、
船

舶
を
使
用
し
た
（
磯
渡
し
を
含
む
。
）
ま
き
え
釣
り
を
禁
止
す
る
。

共
同
漁
業
権
漁
場

区
　
　
域

免
許
番
号

漁
業
権
者

共
第
２
号

雄
島
漁
業
協
同

組
合

・
 左
記
共
同
漁
業
権
内
の
全

海
域

共
第
５
号
、
共
第
６
号

福
井
市
漁
業
協

同
組
合

共
第
８
号

越
廼
漁
業
協
同

組
合

共
第
３
１
号
、
共
第
３
２
号
、

共
第
３
３
号
、
共
第
３
５
号
、

共
第
３
６
号
、
共
第
３
７
号
、

共
第
３
８
号
、
共
第
５
０
号
、

若
狭
高
浜
漁
業

協
同
組
合

・
 左
記
共
同
漁
業
権
内
に
敷

設
さ
れ
た
小
型
定
置
網
の

周
囲
１
０
０
ｍ
以
内
の
海

域

第
３
　
区
画
漁
業
権
漁
場
に
お
け
る
制
限

　
次
の
表
の
区
画
漁
業
権
漁
場
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
の
区
域
に
お
い
て
は
、
船

舶
を
使
用
し
た
ま
き
え
釣
り
を
禁
止
す
る
。

区
画
漁
業
権
漁
場

区
　
　
域

免
許
番
号

漁
業
権
者

区
第
２
号

福
井
市
漁
業
協

同
組
合

・
 左
記
区
画
漁

業
権
内
の
全
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令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇-

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

　
海
域

区
第
１
０
号
, 区
第
１
１
号
,区
第
１
２
号
, 

区
第
１
３
号
, 区
第
１
５
号
,区
第
１
６
号
, 

区
第
１
７
号
, 区
第
１
８
号
,区
第
２
０
号
,

区
第
２
１
号
, 区
第
２
２
号
,区
第
２
３
号

敦
賀
市
漁
業
協

同
組
合

・
 左
記
区
画
漁

業
権
内
の
全

海
域

第
４
　
定
置
漁
業
権
漁
場
に
お
け
る
制
限

　
次
の
表
の
定
置
漁
業
権
漁
場
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
の
区
域
に
お
い
て
は
、
船

舶
を
使
用
し
た
ま
き
え
釣
り
を
禁
止
す
る
。

定
置
漁
業
権
漁
場

区
　
　
域

免
許
番
号

漁
業
の
種
類

定
第
１
号

定
第
２
号

定
第
３
号

定
第
５
号

定
第
６
号

定
第
７
号

定
第
８
号

定
第
１
０
号

定
第
１
１
号

定
第
１
２
号

定
第
１
３
号

定
第
１
５
号

定
第
１
６
号

定
第
１
７
号

定
第
１
８
号

定
第
２
０
号

定
第
２
１
号

定
第
２
２
号

定
第
２
３
号

定
第
２
５
号

定
第
２
６
号

定
第
２
７
号

定
第
２
８
号

定
第
３
０
号

定
第
３
１
号

定
第
３
２
号

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

委
員
会
指
示
第
３
０
―
７
号
に
よ
り
設
け
た
保
護
区
域
。
な
お
、

保
護
区
域
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
大
型
定
置
に
あ
っ
て
は
、
定
置

漁
具
の
各
網
部
よ
り
周
囲
０
．
３
海
里
の
範
囲
内
の
区
域

定
第
３
３
号

定
第
３
５
号

定
第
３
６
号

定
第
３
７
号

定
第
３
８
号

定
第
５
０
号

定
第
５
１
号

定
第
５
２
号

定
第
５
３
号

定
第
５
５
号

定
第
５
６
号

定
第
５
７
号

定
第
５
８
号

定
第
６
０
号

定
第
６
１
号

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃い
わ
し
定
置
漁
業

ぶ
り
定
置
漁
業

〃

第
５
　
人
工
魚
礁
周
辺
漁
場
に
お
け
る
制
限

　
次
の
表
の
漁
場
の
位
置
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
の
区
域
に
お
い
て
は
、
船
舶
を

使
用
し
た
ま
き
え
釣
り
を
禁
止
す
る
。

漁
場
の
位
置

区
　
　
域

福
井
市
越
廼

地
区
沖
合

⑴
　

次
の

ア
、

イ
、

ウ
、

エ
お

よ
び

ア
の

各
点

を
結

ん
だ

線
に

よ
っ

て
囲

ま
れ

た
海

域

　
ア
 　
北
緯
３
６
度
０
３
分
２
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
０
２
秒

　
イ
 　
北
緯
３
６
度
０
４
分
２
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
２
２
秒

　
ウ
 　
北
緯
３
６
度
０
３
分
３
１
秒
、
東
経
１
３
６
度
０
０
分
０
８
秒

　
エ
 　
北
緯
３
６
度
０
２
分
４
４
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
５
２
秒

⑵
 　

次
の

オ
、

カ
、

キ
、

ク
お

よ
び

オ
の

各
点

を
結

ん
だ

線
に

よ
っ

て
囲

ま
れ

た
海

域

　
オ
 　
北
緯
３
６
度
０
０
分
２
５
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
７
分
０
４
秒

　
カ
 　
北
緯
３
６
度
０
２
分
１
０
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
８
分
２
６
秒

　
キ
 　
北
緯
３
６
度
０
２
分
０
２
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
９
分
４
５
秒

　
ク
 　
北
緯
３
６
度
０
０
分
４
１
秒
、
東
経
１
３
５
度
５
８
分
４
２
秒

第
６
　
指
示
の
有
効
期
間

　
令
和
３
年
１
２
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
８
月
３
１
日
ま
で


